
 

○
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
を
適
正
に
管
理
す
べ
き
電
気
通
信
事
業
者
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 
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改 
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電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第

二
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
用

に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
を
適
正
に
管
理
す
べ
き
電
気
通
信
事
業
者
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。 

一 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ぷ
ら
ら 

二 

ビ
ッ
グ
ロ
ー
ブ
株
式
会
社 

  

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第

二
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
用

に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
を
適
正
に
管
理
す
べ
き
電
気
通
信
事
業
者
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。 

一 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ぷ
ら
ら 

二 

ニ
フ
テ
ィ
株
式
会
社 

三 

ビ
ッ
グ
ロ
ー
ブ
株
式
会
社 

 


